
 

第 27回 大阪市精神保健福祉審議会 次第 

 

令和７年３月 24日（月）14時 00分～16時 00分 

大阪市こころの健康センター 大会議室 

 

 

１ 開会        

 

２ あいさつ 

 

３ 委員紹介 

 

４ 議題 

   報  告 

     １.大阪市精神保健福祉審議会自殺防止対策部会の開催状況等について   

     ２.夜間及び休日における精神科救急医療の状況について   

     ３.令和７年度精神保健福祉関係予算の概要について       

     ４.令和６年度精神保健福祉法の改正後の対応について        

 

 

５ 閉会 

 

 

○配布資料 

・次第 

・委員名簿及び配席図 

・大阪市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例 

・（資料１－１）令和６年度大阪市精神保健福祉審議会自殺防止対策部会の開催状況 

について 

・（資料１－２～1－10）令和６年度大阪市精神保健福祉審議会自殺防止対策部会資料 

・（資料２）  夜間及び休日における精神科救急医療の状況について 

・（資料３－１）令和７年度におけるこころの健康センターの事業について 

・（資料３－２）大阪市における依存症対策支援事業  

・（資料４－１）精神科病院における虐待防止に向けた取組について 

・（資料４－２）令和６年度入院者訪問支援事業の実施状況の報告について 

・（資料４－３）入院者訪問支援事業案内リーフレット 
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○大阪市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例 

平成８年４月１日 

条例第８号 

大阪市精神保健福祉審議会条例を公布する。 

大阪市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例 

（趣旨） 

第１条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以下「法」と

いう。）の施行については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところに

よる。 

（設置） 

第２条 法第９条第１項の規定に基づき、本市に大阪市精神保健福祉審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員20人以内で組織する。 

２ 委員は、精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者、精神障害者の医療に

関する事業に従事する者及び精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動

への参加の促進を図るための事業に従事する者のうちから市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第５条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（専門委員） 

第６条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くこと

ができる。 

２ 専門委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとす

る。 



2/3 

（会議） 

第７条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

（部会） 

第８条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員及び専門委員で組織する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

４ 第５条第２項及び第３項並びに前条の規定は、部会について準用する。 

（関係者の出席） 

第９条 審議会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又

は説明を聴くことができる。 

（報告） 

第10条 市長は、法第38条の２第３項に規定する精神科病院の管理者に対し、当該精神科

病院に入院中の同項に規定する任意入院者の症状及び同項に規定する厚生労働省令で定

める事項について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日を期限として報告

を求めなければならない。 

(1) 法第21条第１項の規定による入院の日（以下「入院日」という。）から１年以上同

項の規定による入院を継続している者に係る事項 入院を継続している期間が入院日

から１年を経過するごとに当該１年を経過した日の属する月の翌月（当該１年を経過し

た日の属する月の翌月以降の月に当該精神科病院の管理者が法第38条の２第３項に規

定する精神科病院の管理者に該当することとなったときにあっては、当該該当すること

となった月の翌月）の末日 

(2) 入院日から起算して６月を経過するまでの間に法第36条第３項に規定する行動の制

限を受けた者又は夜間以外の時間帯に当該入院中の精神科病院から自由に外出するこ

とを制限された者（前号に該当する者を除く。）に係る事項 入院日から起算して６月

を経過した日の属する月（当該６月を経過した日の属する月の翌月以降の月に精神科病

院の管理者が法第38条の２第３項に規定する精神科病院の管理者に該当することとな

ったときにあっては、当該該当することとなった月の翌月）の末日 

（施行の細目） 
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第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年４月１日条例第21号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に設置されている大阪市精神保健福祉審議会は、この条例による

改正後の大阪市精神保健福祉審議会条例第１条に規定する大阪市精神保健福祉審議会と

みなす。 

附 則（平成18年３月２日条例第４号） 

この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年２月19日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年11月26日条例第113号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年５月28日条例第72号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


